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【手続補正書】
【提出日】令和3年9月17日(2021.9.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　てんかんに罹患している対象における発作頻度を低減するための医薬組成物であって、
　有効量のカンナビジオール（ＣＢＤ）を含み、医薬組成物が発作頻度を低減するために
適する経皮投与用に製剤されている、医薬組成物。
【請求項２】
　発作頻度が、３０％低減する、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項３】
　発作頻度が、５０％低減する、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項４】
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　成人における焦点起始発作が低減する、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項５】
　焦点意識保持発作が低減する、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項６】
　焦点意識減損発作が低減する、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項７】
　全般強直間代発作をともなう焦点意識比較が低減する、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項８】
　対象が、高い発作頻度を有する、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項９】
　てんかんが、薬剤抵抗性てんかんである、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項１０】
　レベチラセタム、カルバマゼピン、トピラマート、ラモトリギン、ラコサミド、クロナ
ゼパム、バルプロアート、クロバザム、フェニトイン、エスリカルバゼピン（ｅｓｌｉｃ
ａｒｂａａｚｅｐｉｎｅ）、及びオクスカルバゼピンからなる群から選択される少なくと
も１つの抗てんかん薬を更に含む、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項１１】
　ＣＢＤが、（－）－ＣＢＤである、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項１２】
　有効量のＣＢＤが、毎日合計約１９５ｍｇ～約７８０ｍｇの間である、請求項１に記載
の医薬組成物。
【請求項１３】
　有効量のＣＢＤが、分割日用量で１９５ｍｇである、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項１４】
　有効量のＣＢＤが、分割日用量で３９０ｍｇである、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項１５】
　有効量のＣＢＤが、分割日用量で５８５ｍｇである、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項１６】
　有効量のＣＢＤが、分割日用量で７８０ｍｇである、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項１７】
　有効量のＣＢＤが、９７．５ｍｇの単回使用のサシェ剤で提供される、請求項１に記載
の医薬組成物。
【請求項１８】
　有効量のＣＢＤが、１９５ｍｇの単回使用のサシェ剤で提供される、請求項１に記載の
医薬組成物。
【請求項１９】
　有効量のＣＢＤが、３９０ｍｇの単回使用のサシェ剤で提供される、請求項１に記載の
医薬組成物。
【請求項２０】
　ＣＢＤが、ゲルとして製剤されている、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項２１】
　ＣＢＤが、浸透性の亢進したゲルとして製剤されている、請求項２０に記載の医薬組成
物。
【請求項２２】
　ＣＢＤが、単回日用量で製剤化されている、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項２３】
　ＣＢＤが、２回日用量で製剤化されている、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項２４】
　ＣＢＤが、合成ＣＢＤである、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項２５】
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　ＣＢＤが、純ＣＢＤである、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項２６】
　有効量のＣＢＤの経皮投与により、ＣＢＤの経口投与に比べて、少なくとも１つの有害
事象の強度が低減する、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項２７】
　少なくとも１つの有害事象が、傾眠、精神刺激作用、肝機能、及び消化管関連有害事象
からなる群から選択される、請求項２６に記載の医薬組成物。
【請求項２８】
　対象が、成人である、請求項１に記載の医薬組成物。
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